
気象警報発令時や地震発生時の対応について   

 

■ 本校では、気象警報発令時や地震発生時において、原則として下記のように対応いたします

ので、気象情報等を確認し学校からの連絡に従って行動してください。  

  

Ⅰ 気象情報等の確認方法  

NHK テレビ、NHK ラジオ、気象庁ホームページ、雲南市ホームページ、JR 西日本(木次線)運行情報など

を確認する。  

  

Ⅱ 平常の授業日の対応  

1. 特別警報発令時(気象庁発表)  

⚫ 雲南市に午前６時の時点で「特別警報」が発表されている場合は臨時休校とする。  

 

2. 避難情報発令時(市町村発表)  

⚫ 学校所在地(雲南市大東町)に午前６時の時点で「警戒レベル４（避難指示）」または「警戒レベル

５（緊急安全確保）」が発令されている場合には自宅待機（登校しない）とする。 

⚫ 午前６時から 11 時の間に避難情報が解除された場合は、保護者による安全確認の後、生徒は当

日の時間割を準備し速やかに登校する。 

→JR 木次線など交通機関の遮断等により、やむなく学校を欠席する場合は、 

保護者に必ず学校（℡ 0854-43-2511)に連絡してもらう。 

（※地域により登下校に危険な状態が継続している状況や、JR 木次線など交通機関の遮断等にお

いて登校できない場合は「出席停止」扱いとなり欠席になりません。）  

⚫ 自分の居住市町で「警戒レベル４または５」が発令されている場合は、登校しないで警戒レベルに

応じた避難行動をとる。  

⚫ 午前 11 時の時点で引き続き発令されている場合はそのまま臨時休校とする。  

  

3. 警報発令時(気象庁発表)  

⚫ 雲南市に午前６時の時点で「大雨警報と洪水警報の両方」または「暴風警報」や「暴風雪警報」

が発表されている場合は自宅待機とする。 

⚫ 午前 6 時から 11 時の間に「暴風警報」や「暴風雪警報」が解除された場合、また「大雨警報」か

「洪水警報」のどちらかが解除された場合は、保護者による安全確認の後、生徒は当日の時間割

を準備し速やかに登校する。 

→JR 木次線など交通機関の遮断等によりやむなく学校を欠席する場合は、 

保護者に必ず学校（℡ 0854-43-2511 )に連絡してもらう。 

（※地域により登下校に危険な状態が継続している状況や、JR 木次線など交通機関の遮断等にお

いて登校できない場合は「出席停止」扱いとなり欠席になりません。）  

⚫ 午前 11 時の時点で引き続き発令されている場合はそのまま臨時休校とする。  



4. 一定震度以上の地震の発生時  

⚫ 雲南市において「震度４」以上の地震が発生した場合 

☆対応の流れ □教職員 〇生徒 

☆地震発生   

☆第一次避難 教室 

□生徒を落ち着かせる（身の安全

を確保させる） 

□教室内で机の下に潜り、待機をさ

せる。 

 

職員室 

□机の下に潜り、揺れが収まるのを

待つ。 

教室 

○机の下に潜り、机の脚を持つ。 

○屋内の机がないところ 

「落ちてこない、倒れてこない、移

動してこない」場所に避難。 

 

校庭 

○建物から離れ、頭を守る。 

☆揺れが収まる □負傷者の確認、体調不良者の確

認。 

・第一職員室（本部）から、管理職

の指示の下、各教室に行き、人員確

認し、報告する。 

（教室にいる先生は原則生徒から

離れない） 

○指示があるまで、その場を動

かない。  

 

 

☆人員確認・初期対応後 

 

□各種情報収集後、企画委員の先

生で話し合い、その後の対応を協議

する。 

・協議内容を教室待機の教員へ伝

える。 

○協議内容を聞き、指示に沿っ

た行動をとる。 

 

参考１：教室内待機が基本。（※ガラスの散乱や蛍光灯などの落下物に注意し、机の下に潜る。） 

参考２：学校の建物は、過去倒壊したことがない。 

 

⚫ 雲南市において「震度５強」以上の地震が発生した場合  

⑴ 17 時から 24 時までに発生した場合は翌日を、24 時から登校時までに発生した場合は当日を

臨時休校とする。 

⑵ 「登校中に地震が発生し、学校に登校した場合」「在校中に発生した場合」または「下校中に地

震が発生し学校に戻ってきた場合」は原則として以下のとおりとする。  

i 保護者が引き取りに来るまで、生徒は学校で待機する。  

ii 保護者と連絡が取れ、かつ帰宅経路が確認できた生徒は下校する。  

  



Ⅲ 休日に実施される模擬試験・補習・部活動などの対応  

1. 模擬試験・補習については、平常の授業日と同様に対応する。  

2. 部活動については、上記のすべての場合において原則中止とする。  

  

Ⅳ その他  

1. 上記の学校としての対応は、さくら連絡網で連絡しますので、随時確認してください。 

2. 天候の状況によっては、臨時休校や自宅待機等を前日の段階で決定するなど、上記の基準によらない

場合もあります。その都度、さくら連絡網で連絡しますので確認してください。  

3. 必要に応じて、学校ホームページにも掲載いたします。 

 


